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新規共済契約申込でできること

はじめに

新規共済契約申込でできることは、以下のとおりです。
このサイトでは、「新規共済契約の申込」をオンラインで行うことができます。
また、共済契約の申込を行わない場合でも、中間下請として電子申請を利用したい方は、
「電子申請専用サイトの利用申込」を行うことで電子申請専用サイトの利用（一部機能の
利用）が可能となります。

・共済契約の申込
・共済手帳の申込
・共済手帳を申込まない
理由の登録

新規共済契約の
申込

電子申請専用
サイトの利用申込

・新規に共済へ加入する事業者の情報を
入力します
・申込時に作業員の共済手帳を併せて申込む
ことができます
・手帳の申込みを行わない場合は、
申し込まない理由を登録します

・建退共未加入企業用の
電子申請専用サイト利用
申込

・共済契約申込はしないが、中間下請として
電子申請専用サイトを利用したい場合、
利用申込を行うことが可能です
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新規共済契約申込サイトへのログイン方法
について説明します。
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02.２回目以降のログイン

03.パスワードの変更
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01.初期登録 （1/2）

ログイン

ログイン画面から
「初期登録」ボタン
をクリックします

①

メールアドレス初期登録画面で
登録するメールアドレスを入力し、
「送信する」ボタン
をクリックします

②

入力したメールアドレス宛に送付された
URL
をクリックします

③

パスワード初期登録画面が表示されます
メールに記載された
[ID],[仮パスワード]

新しく設定する
[パスワード] を入力し

「登録」ボタン
をクリックします

④

入力したメールアドレス宛にメールが送付されます
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01.初期登録 （2/2）

登録が完了すると、画面上部に
登録完了
のメッセージが表示されます

⑤

[利用者ID]と
新しく設定した[パスワード]を入力し
「ログイン」ボタン
をクリックします

⑦

「ログイン画面へ移動」ボタン
をクリックします

⑥

ログインか完了し、ホーム画面に移動します
⑧

ログイン



7

02.2回目以降のログイン

[利用者ID]、[パスワード]を入力し
「ログイン」ボタン
をクリックします

①

ログインか完了し、ホーム画面に移動します
②

ログイン
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03.パスワードの変更 （1/2）

ログイン画面から
「パスワードのご変更またはお忘れの方は
こちら」リンク
をクリックします

①

パスワード再設定画面に移動します
パスワードを再設定したい[利用者ID]を入力し
「次へ」ボタン
をクリックします

②

登録済みの[メールアドレス]を入力し
「送信する」ボタン
をクリックします

③

ログイン
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03.パスワードの変更 （2/2）

入力したメールアドレス宛に送付された
[セキュリティコード]と新しい[パスワード]
を入力し
「パスワードを設定」ボタン
をクリックします

④

パスワードの再設定が完了します
⑤

ログイン
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ホーム画面の説明

No． 項目名 説明

❶ 建退共アイコン クリックするとホーム画面(本画面)に移動します。

❷ よくあるご質問 業務の流れ、画面操作についてのQ&A資料をダウンロードする画面へ移動します。

❸ マニュアル 本システムの操作マニュアルをダウンロードする画面へ移動します。

❹ 文字サイズ 画面の文字サイズを変更します。初期値は中で表示されます。

❺ ログイン情報 ログイン者の利用者IDが表示されます。

❻ ログアウト 本システムからログアウトし、ログイン画面に移動します。

❼ 新規共済契約申込

新規共済契約申込を申請できます。
「入力内容照会」ボタン は入力済み情報がある場合にクリックできます。
「③登録した内容で申請する」 の「申請」ボタン は、「①事業者の加入」 「②作業員
の加入について」 の登録完了後にクリックできるようになります。

❽
電子申請サイト利用申込
（建退共未加入企業用）

中間下請として電子申請専用サイトを利用したい建退共未加入企業が利用申請
できます。

❾ お客様の情報
ログイン者の利用者IDとメールアドレスが表示されます。「変更」ボタン をクリック
すると個人設定画面に移動し、メールアドレスを変更できます。

❿ お手続きの状況 進行中のお手続き状況が表示されます。

1 32 4 5 6

7

8

9

10

ホーム
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01．事業者の加入（共済契約申込）

02．作業員の加入について

03．登録した内容で申請する

共済契約
の申込

目次へ
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01．新規で共済契約を申し込む

1．共済契約の申込 01．事業者の加入

新規の共済契約申込を申請します。
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 新規共済契約申込画面に移動

▼ ▼

(2)
-1

建設業許可番号
または法人番号を
持っていない場合

番号情報を入力

(2)
-2

建設業許可番号を
持っている場合

(2)
-3

法人番号を
持っている場合

▼

(3) 規約に同意

▼

(4) 会社情報を入力

▼

(5) 事業内容を入力

▼

(6) 制度加入の回答

▼

（7） 担当者情報を入力

▼

（8） 新規共済契約申込確認/完了

(2)
-1

建設業許可番号
または法人番号を
持っていない場合

番号情報を入力

(2)
-2

建設業許可番号を
持っている場合

(2)
-3

法人番号を
持っている場合
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01．新規で共済契約を申し込む 1/8

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

「入力・編集」ボタン をクリックすると、
新規共済契約申込画面に移動します。

②

(1) 新規共済契約申込画面に移動

新規共済契約申込を行うには、「事業者の加入（共済契約申込）を行う」「作業員の加入について」の登録が
必要です。
はじめに、「事業者の加入（共済契約申込）を行う」で建設業許可番号や会社情報などを登録します。

(2)-1 建設業許可番号または法人番号を持っていない場合

建設業許可番号または法人番号いずれも持っていない場合は「持っていない」 を選択します。

「当社は建設業を営んでおります。」
にチェックをつけます。

③ 建設業許可番号、または法人番号で「持っていない」
を選択します。

④

「次へ」ボタン をクリックすると、
規約同意ステップに移動します。

⑤

「一時保存」ボタン をクリックすると、入力内容を途中で一時保存することができます。

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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01．新規で共済契約を申し込む 2/8

(2)-2 番号情報を入力 ～建設業許可番号を持っている場合～

建設業許可番号を持っている場合は、許可番号取得先と建設業許可番号を入力します。
建設業許可番号のデータ連携の確認は、建設業許可番号を「持っている」 を選択した場合に表示されます。

「当社は建設業を営んでおります。」
にチェックをつけます。

③ 建設業許可番号で「持っている」
を選択し、許可番号取得先と
建設業許可番号を入力します。

④

「次へ」ボタンをクリックします。
⑦

建設業許可番号の
データ連携有無を選択します。

⑥

「確認」ボタン をクリックすると、
番号に紐づく情報が下に自動入力されます。

⑤

「データ連携する」 を選択した場合は、
「共済契約申込に際するワンストップサービスの利用申請に同意します。」
にチェックをつけます。

許可番号取得先で「北海道知事」を選択

した場合は、振興局の入力が必要です。

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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01．新規で共済契約を申し込む 3/8

(2)-3 番号情報を入力 ～法人番号を持っている場合～

建設業許可番号を持っていない場合は、法人番号を入力します。
法人番号のデータ連携の確認は、法人番号を「持っている」 を選択した場合に表示されます。

「当社は建設業を営んでおります。」
にチェックをつけます。

③

法人番号を「持っている」を選択し、
法人番号を入力します。

④

「次へ」ボタン をクリックすると、
規約同意ステップに移動します。

⑦

「確認」ボタン をクリックすると、
下に事業者名が表示されます。

⑤

法人番号の
データ連携有無を選択します。

⑥

「データ連携する」 を選択した場合は、
「共済契約申込に際するワンストップサービスの利用申請に同意します。」
にチェックをつけます。

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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01．新規で共済契約を申し込む 4/8

(3) 規約に同意

「建設業退職金共済約款」 「反社会的勢力の排除に関する規約」を確認して同意します。

「次へ」ボタン をクリックします。
⑩

建設業退職金共済契約約款を確認し、
「同意する」 にチェックをつけます。

⑧

反社会的勢力の排除に関する規約を確認し、
「同意する」 にチェックをつけます。

⑨

1．共済契約の申込 01．事業者の加入

クリックすると対象の画面に
移動できます。
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01．新規で共済契約を申し込む 5/8

(4) 会社情報を入力

事業者名などの会社情報を入力します。
（2）で建設業許可番号または法人番号を入力した場合 は、番号に紐づく情報が自動で反映されます。

「次へ」ボタン をクリックします。
⑫

事業者名などの会社情報を入力します。
郵便番号を入力後に「郵便番号から住所を検索」ボタン
をクリックすると、入力した郵便番号に該当する住所が
都道府県市区町村に自動反映されます。

⑪

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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01．新規で共済契約を申し込む 6/8

(5) 事業内容を入力

資本金額又は出資金額などの、具体的な事業内容を入力します。

資本金額又は出資金額などの
具体的な事業内容を入力します。

⑬

「次へ」ボタン をクリックします。
⑭

1．共済契約の申込 01．事業者の加入



20

01．新規で共済契約を申し込む 7/8

(6) 制度加入の回答

「建退共加入に対する従業員の意見」「被共済者とならない者の範囲届」「建退共に加入する動機」を確認
して回答します。

(7) 担当者情報を入力

ご担当部署や電話番号などの担当者情報を入力します。

「次へ」ボタン をクリックします。
⑯

⑤建退共加入に対する従業員の意見
⑥被共済者とならない者の範囲届
⑦建退共に加入する動機
を確認し回答します。

⑮

「登録確認」ボタン をクリックします。
⑱

担当者情報を入力します。
⑰

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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01．新規で共済契約を申し込む 8/8

(8) 新規共済契約申込確認/完了

新規共済契約申込確認画面が表示されるため、入力内容が正しいかを確認して申請します。

入力内容を確認し、
「申請」ボタン をクリックします。

⑳

「入力画面に戻る」ボタン をクリッ
クすると、前の入力画面に戻ること
ができます

⑲

「OK」ボタン をクリックします。
㉑

新規共済契約申込完了画面が表示されます。

1．共済契約の申込 01．事業者の加入
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02．共済契約申込内容を確認する

新規共済契約申込の入力内容を確認することができます。
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 新規共済契約申込照会画面に移動

▼

（2） 共済契約申込照会確認

1．共済契約の申込 01．事業者の加入



23

02．共済契約申込内容を確認する

(1) 新規共済契約申込照会画面に移動

新規共済契約申込の「事業者の加入（共済契約申込）を行う」の入力が完了すると、「入力内容照会」ボタン
がクリックできるようになります。

(2) 共済契約申込照会確認

申請した事業者情報の入力内容を確認できます。

「入力内容照会」ボタン をクリックすると、
共済契約申込照会画面に移動します。

②

会社情報などの入力内容を
確認できます。

③

1．共済契約の申込 01．事業者の加入

「電子申請専用サイト利用申し込み」（建退共未加入企業用）を選択すると、入力内容が

クリアされます。

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①
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01．申し込む（共済手帳申込）

新規共済契約申込を行うには、「作業員の加入」についての登録も必要です。
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 「申し込む（共済手帳申込へ）」を選択

▼ ▼

(2)
-1

申込者（被共済者）情報を
入力する場合

(2)
-2

申込者（被共済者）情報を
Excel取込する場合

▼

(3) 申込者（被共済者）情報の登録

▼

(4) 共済手帳申込確認/完了

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

(2)
-1

申込者（被共済者）情報を
入力する場合

(2)
-2

申込者（被共済者）情報を
Excel取込する場合
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01．申し込む（共済手帳申込） 1/3

(2)-1 申込者（被共済者）情報を入力する場合

被共済者名（全角）などの申込者（被共済者）情報を入力し、一覧に追加します。

本支店・事業を登録しない場合、
利用者情報を入力し、「登録確認」ボタ
ン をクリックします。

④

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

「申し込む（共済手帳申込へ）」
を選択します。

②

(1) 「申し込む（共済手帳申込へ）」を選択

「作業員の加入について」では共済手帳申込の有無により手順が異なります。
共済手帳を申し込む場合は「申し込む（共済手帳申込へ）」 を選択します。

「入力・編集」ボタン をクリックすると、
共済手帳申込画面に移動します。

③

「情報入力」を選択します。
④

被共済者名などの申込者（被共済者）情報を入力します。
郵便番号を入力後に「郵便番号から住所を検索」ボタン
をクリックすると、入力した郵便番号に該当する住所が
都道府県市区町村に自動反映されます。

⑤

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

「電子申請専用サイト利用申し込み」（建退共未加入企業用）を選択すると、入力内容が

クリアされます。

「一覧に追加」ボタンをクリックします。
⑥
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01．申し込む（共済手帳申込） 2/3

(3) 申込者（被共済者）情報の登録

申込者（被共済者）情報一覧に表示された申込者情報を登録します。

(2)-2 申込者（被共済者）情報をExcel取込する場合

申込者（被共済者）情報をExcel様式のファイルから取り込み、一覧に追加します。

「Excel取込」を選択します。
④

申込者（被共済者）情報が入力された
ファイルをドラッグ＆ドロップ、
または「ファイルを選択する」ボタン
をクリックして追加します。

⑥

「登録確認」ボタン
をクリックします。

⑨

「ダウンロード」ボタン をクリックすると、
申込者（被共済者）情報を取込むための
取込フォーマットファイルをダウンロードできます。

⑤

「一時保存」ボタン をクリックすると、入力内容を途中で一時保存することができます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

申込者（被共済者）情報一覧に
登録した情報が追加されます。

⑧

取込ファイルが正しいことを確認し、
「一覧に追加」ボタンをクリックします。

⑦
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01．申し込む（共済手帳申込） 3/3

(4) 共済手帳申込確認/完了

共済手帳申込確認画面が表示されるため、申請者（被共済者）情報を確認して申請します。
変更する場合は「戻る」ボタン をクリックし、申請者（被共済者）情報一覧の「編集」ボタン をクリックすると、
登録情報を編集できます。

申請者（被共済者）情報を確認し、
「申請」ボタン をクリックします。

⑩

申込者（被共済者）情報は、編集または削除することができます。

編集する場合は申請者（被共済者）情報一覧（手順⑧）で「編集」ボタン をクリックすると、登録情報が共済契約申込画面に

表示され編集できます。

削除する場合は申請者（被共済者）情報一覧（手順⑧）で「削除」ボタン をクリックすると、登録情報が削除されます。

「OK」ボタン をクリックします。
⑪

共済手帳申込確認完了画面が表示されます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入
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02．申し込む作業員がいない（手帳申込をしない）

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

新規共済契約申込を行う際に、申し込む作業員がいない場合はその理由の登録が必要です。
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 「申し込む作業員がいない（手帳申込をしない理由登録へ）」を選択

▼

手帳申込をしない理由を選択

(2)
-1

下請事業者を使用して工事を
施工するため

(2)
-2

共済手帳保持者を雇用したため

▼

(3) 下請事業者または被共済者の登録

▼

(4) 手帳申込をしない理由登録確認/完了
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02．申し込む作業員がいない（手帳申込をしない） 1/3

(1) 「申し込む作業員がいない（手帳申込をしない理由登録へ）」を選択

「作業員の加入について」では共済手帳申込の有無により手順が異なります。
共済手帳を申し込まない場合は「申し込む作業員がいない（手帳申込をしない理由登録へ）」 を選択します。

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

「申し込む作業員がいない（手帳申込をしない理由登録へ）」
を選択します。

②

「入力・編集」ボタン をクリックすると、
手帳申込をしない理由登録画面に移動します。

③

(2)-1 手帳申込をしない理由を選択 ～下請事業者を使用して工事を施工するため～

下請事業者を使用して工事を施工するため手帳申込をしない場合は、「当社は、もっぱら下請事業者を
使用して工事を施工するため、掛金を一括購入し、下請事業者の作業員へ納付する方式を行います。」 に
チェックをつけます。

手帳申込をしない理由に
チェックをつけます。

④

下請事業者の共済契約者番号を入力します。
共済契約者番号を入力すると、共済契約者名
は自動で入力されます。
※下請事業者は6社まで登録可能です。

⑤

「一覧に追加」ボタンをクリックします。
⑥

「一時保存」ボタン をクリックすると、入力内容を途中で一時保存することができます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

「電子申請専用サイト利用申し込み」（建退共未加入企業用）を選択すると、入力内容が

クリアされます。
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02．申し込む作業員がいない（手帳申込をしない） 2/3

(2)-2 手帳申込をしない理由を選択 ～共済手帳保持者を雇用したため～

共済手帳保持者を雇用したため、掛金購入及び納付を行う場合は、「当社は、建退共の加入作業員が
おりませんでしたが、この度共済手帳保持者を雇用したので、掛金購入及び納付を行います。」 に
チェックをつけます。

手帳申込をしない理由に
チェックをつけます。

④

被共済者の手帳番号、被共済者氏名、
被共済者氏名（カナ）を入力します。
※被共済者者は最大12名まで登録可能です。

⑤

(3) 下請事業者または被共済者の登録

手帳申込をしない理由で入力した下請事業者、または被共済者情報が一覧に追加されます。

下請事業者一覧に入力した
下請事業者情報が追加されます。

「一時保存」ボタン をクリックすると、入力内容を途中で一時保存することができます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

「一覧に追加」ボタンをクリックします。
⑥

被共済者一覧に入力した
被共済者情報が追加されます。
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02．申し込む作業員がいない（手帳申込をしない） 3/3

(4) 手帳申込をしない理由登録確認/完了

手帳申込をしない理由登録確認画面が表示されるため、登録内容を確認して申請します。

登録内容を確認し、
「申請」ボタンをクリックします。

⑦

「OK」ボタン をクリックします。
⑧

手帳申込をしない理由登録完了画面が表示されます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入
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03．作業員の加入申込内容を確認する

作業員の加入
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 共済手帳申込照会画面に移動

▼

（2） 共済手帳申込照会確認

1．共済契約の申込 02．作業員の加入
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03．作業員の加入申込内容を確認する

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

(1) 共済手帳申込照会画面に移動

新規共済契約申込の「作業員の加入について」の入力が完了すると、「入力内容照会」ボタン がクリックで
きるようになります。

「入力内容照会」ボタン をクリックすると、
共済手帳申込照会画面に移動します。

②

(2) 共済手帳申込照会確認

共済手帳申込の申請者（被共済者）情報を確認できます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入

「電子申請専用サイト利用申し込み」（建退共未加入企業用）を選択すると、入力内容が

クリアされます。
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03．作業員の加入申込内容を確認する

作業員の加入の入力内容を確認することができます。
操作の流れは以下のとおりです。

(1) 手帳申込をしない理由照会画面に移動

▼

（2） 手帳申込をしない理由照会確認

1．共済契約の申込 02．作業員の加入
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03．作業員の加入申込内容を確認する

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

(1) 手帳申込をしない理由照会画面に移動

新規共済契約申込の「作業員の加入について」の入力が完了すると、「入力内容照会」ボタン がクリック
できるようになります。

「入力内容照会」ボタン
をクリックすると、
手帳申込をしない理由照会画面に移動します。

③

「申し込む作業員がいない（手帳申込をしない理由登録へ）」
を選択します。

②

(2) 手帳申込をしない理由照会確認

手帳申込をせずに共済契約を申請した下請事業者および被共済者を、手帳申込をしない理由別に確認
できます。

1．共済契約の申込 02．作業員の加入
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01．登録した内容で申請する

1．共済契約の申込 03.登録した内容で申請する

操作の流れは以下のとおりです。

(1) 登録した内容で申請/完了
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01．登録した内容で申請する

ホーム画面から
「新規共済契約申込」を選択します。

①

(1) 登録した内容で申請/完了

「事業者の加入（共済契約申込）を行う」「作業員の加入について」の登録が完了すると、「登録した内容で
申請する」で「申請」ボタン がクリックできるようになります。
「申請」ボタン をクリックし、新規共済契約申込を申請します。

「申請」ボタン をクリックします。
②

お手続きの状況が申請済みに変更されます。

「OK」ボタン をクリックします。
③

新規共済契約申込を申請すると、新規共済契約申込の編集や、電子申請専用サイト利用申込 （建退共未加入企業用）は

入力できなくなります。

1．共済契約の申込 03.登録した内容で申請する
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電子申請
専用サイト
利用申込

目次へ

01．電子申請専用サイト利用
を申し込む
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01．電子申請専用サイト利用を申し込む

2．電子申請専用サイト利用申込

操作の流れは以下のとおりです。

(1) 電子申請専用サイトの利用申込

▼

（2） 法人番号による自動入力

▼

（3） 会社情報を入力

▼

（4） 担当者情報を入力

▼

（5） 電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）確認/完了
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01．電子申請専用サイト利用を申し込む 1/4

ホーム画面から
「電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）」
を選択します。

①

「入力・編集」ボタン をクリックすると、
電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）画面
に移動します。

②

(1) 電子申請専用サイトの利用申込

建退共の契約申込はせず、中間下請として電子申請システムを利用したい建退共未加入企業用です。

(2) 法人番号による自動入力

法人番号を入力すると、（3）会社情報の入力 で法人番号に紐づく情報が自動で入力されます。

法人番号を入力し「確認」ボタン をクリックすると、
事業者名、住所に情報が自動で入力されます。

③

「次へ」ボタン をクリックします。
④

「一時保存」ボタン をクリックすると、入力内容を途中で一時保存することができます。

2．電子申請専用サイト利用申込
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01．電子申請専用サイト利用を申し込む 2/4

(3) 会社情報を入力

事業者名などの会社情報を入力します。
会社情報には（2）法人番号による自動入力 で入力した法人番号に紐づく情報が自動で反映されます。

事業者名などの会社情報を入力します。
郵便番号を入力後に「郵便番号から住所を検索」ボタン
をクリックすると、入力した郵便番号に該当する住所が
都道府県市区町村に自動反映されます。

⑤

「次へ」ボタンをクリックします。
⑥

2．電子申請専用サイト利用申込
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01．電子申請専用サイト利用を申し込む 3/4

(4) 担当者情報を入力

担当者情報としてご担当部署や電話番号などを入力します。

担当者情報として連絡先などを入力します。
⑦

2．電子申請専用サイト利用申込

「登録確認」ボタン をクリックします。
⑧
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01．電子申請専用サイト利用を申し込む 4/4

(5) 電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）確認/完了

電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）確認画面で入力内容が正しいか確認し申請します。

「OK」ボタン をクリックします。
⑩

入力内容が正しいか確認し、
「申請」ボタン をクリックします。

⑨

電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）完了
画面が表示されます。

2．電子申請専用サイト利用申込

ホームに戻ると電子申請専用サイト利用申込（建退共未加入企業用）のメニューが非表示になります。

申請が完了すると、電子申請専用サイトにログインするためのIDと仮パスワードが、ご登録のメールアドレス宛に送付されます。


